
令和元年7月23日

第72期司法修習生各位

最高裁判所裁判部裁判関係庶務係

直通電話番号O3-3264-8573

（担当：小寺，渡部）

最高裁判所修習の履修に当たっての留意事項について（事務

連絡）

標記の留意事項は下記のとおりです。本書面を必ず通読し，持参物等に遺漏のな

いようにしてください。

なお，不明な点等がある場合は当係まで問い合わせてください。

記

集合日時及び集合場所

(1) 集合日時 9月11日 （水）午前9時15分 【B班】

10月16日 （水）午前9時15分 【A班】

(2)集合場所最高裁判所西門（東京都千代田区隼町4番2号）
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前に来庁しても指示に従うこと （同時刻いるので，同職員の

入構することはできない。 ） 。また,当日は司法修習生バッジ

を着用するとともに，身分証明書を携帯するこ_と．

2 欠席（又は遅刻）の連絡及び手続

(1)急な欠席等の連絡

本修習の欠席及び遅刻は原則認められないが，急な傷病等によりやむを得ず
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欠席等をする場合は当日午前9時までに当係に電話で連絡する。

（2） 欠席承認申請の手続

やむを得ず欠席をした場合は，配属修習地の指定の欠席承認申請用紙に必要

事項を記載し，押印した上，配属修習地の弁護士会にファクシミリ送信により

提出する。

e修習予定等

別添の「最高裁判所修習の予定」のとおりである （修習延先茎勤_準値Lz工鎧

） 。くべきととが指示されているので注意されたい‐ 一 一 ‐ ‐ ‐－－－－－－‐_＝___目

※昼食は各自で持参すること。

※修習終了後，懇親会（参加は任意。時間は午後5時30分から1時間30

分程度）を予定している。懇親会全の参加の有無に瓢△工』--旦誕Q司迭修習

生はQ且旦_且"止段_ま_三重に4－△至匡の司迭修習生l主ﾕｰQ且Z且上馳産室に聖一当

係まで電誼重連鐙丈ゑ_こ=些皇-－

4私物パソコンの使用許可（※必要に応じて持参）

配属修習地の裁判所で使用許可を受けた私物パソコンは当庁でも使用すること

ができる。同パソコンを使用する場合は，配属修習地の裁判所が発行した使用許

可申請書の写しを持参すること （必要に応じ，使用許可書の写しの呈示を求める

ことがある。 ） 。

5選択型実務修習結果レポート兼結果意見書の提出

修習終了時に別添の「選択型実務修習結果レポート兼結果意見書」 （太線枠内

に氏名，プログラム名，修習内容等を記載したもの）を提出すること （当日午後

4時45分から15分程度，達成状況や感想等を記載する時間を設ける。 ） 。

※当日は，別添の「選択型実務修習結果レポート兼結果意見書」のほか，量

製旦量規格の封筒…倒券_(E班健旦2Ha2…A期主.a4_円念上を鮎、位はた

上，各地弁護士会指示の宛先を記載したもの）を忘れずに持参する皇と ロ

以上
I
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最高裁判所修習の予定

※1刑事調査官室の修習では,修習生を3つのグループに分けて,各グループにおいて,簡単な上告事件の上告趣意を検討し,その結果を発
表してもらうことを予定している。

司法修習生は,修習に先立ち,刑事上告審に閨する刑事訴訟法の条文を読んでおくこと”

※2民事調査官室の修習では,最近の判例の中から,最二小判平成SO年12月14日民集う2巻6号1101頁を取り上げて,調査官講義やディ
スカッションを行うことを予定している。

司法修習生は,修習に先立ち,①この判決,②上告受理申立て理由(民集に掲載されているもの)を読んでおくことｭなお,この事案の詳細
に関心がある方は,③原判決(東京高判平成29年9月27日)についての金融商事判例1528号9～15頁の囲みｺﾒﾝﾄ等を参照されたい。

また認査宣講義室は上関連圭l例ととて¥Q最二小判職ﾛ40年S月2G日民集"巻2号SOS頁,⑤最一小判昭和4Q年4月aZ日民集lS巻3
号eSg頁1⑥最二小判昭和50年12月1日民集29巻u号1847頁に言及する予定であるので』これらの判例についても濡単に目を通してお
こと。
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選択型実務修習結果レポート兼結果意見書（修習プログラム用）

＜修習結果についての意見＞

1． プログラム実施期間中の欠席日数

2． 修習結果についての意見

日

令和元年 月 日

プログラム指導担当責任者

所 属

官職（役職）氏名 印

【司法修習生各位】

※司法修習生は，各自で用意した封筒に，上記【本書の送付先】欄記載の住所等を記入し，
本書とともにプログラム当日に指導担当責任者に交付してください。

なお， 【本書の送付先欄】には，各配属庁会から，特段の指示がない限り，修習指導担当
弁護士の住所を記入してください。

※司法修習生は， この用紙に不足がある場合は，各自でコピーをとるなどして補充してくだ
さい。
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最高裁判所

最高裁判所の所在地

郵便番号〒102-8651

所在地東京都千代田区隼町4番2号

電話番号代表:03-3264-8111
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1．永田町駅【地下鉄半蔵門線有楽町線･南北線】
南門｡西門まで徒歩約5分

（4番出口から青山通りを三宅坂交差点(東)方向へ,2番出口も同程度）
2．半蔵門駅【地下鉄半蔵門線】
西門･南門まで徒歩約10分

（1番出口から半蔵門駅前通りを国立劇場(南)方向へ）
3．国会議事堂前駅【地下鉄丸ﾉ内線･千代田線】
南門･西門まで徒歩約15分

(1番出口から国会裏側の通りを国会図書館(北)方向へ）
正門･東門まで徒歩約15分

（2番出口から国会正面側の通りを国会図書館(北)方向へ）
4.都営バス三宅坂停留所【都03系統(四谷駅一晴海埠頭)】
正門･東門まで徒歩約2～3分

（三宅坂交差点(南)方向へ）
5，その他その他

赤坂見附駅(地下鉄丸ノ内線･銀座線)や桜田門駅(地下鉄有楽町線)からでも徒歩約15分
で到着できます。


